
６ 附属施設等 

 

（16）附属学校運営委員会 

① 設置の趣旨（目的）及び組織 

ア 組織設置の趣旨（目的） 

附属学校運営委員会は、附属学校の管理運営の基本方針及び大学と附属学校の連携等に関する事項に

ついて調査検討することを目的としている。 

イ 組織の構成及び構成員等 

附属学校運営委員会は、学長が指名した副学長１人、専攻長、附属学校長、附属学校副校長、事務局

長、その他学長が指名した者若干人で組織している。委員長は、学長が指名した副学長をもって充てて

いる。 

委員会に置かれる専門部会として、令和元年９月から附属学校改革推進専門部会を置いており、同部

会は委員長及び附属学校校長で組織している。 

 

② 運営・活動の状況 

ア 委員会等の開催状況 

令和５年度は、委員会を３回開催した。 

・ 第１回 令和５年６月 22 日（木） 

・ 第２回 令和６年１月 30 日（火） 

・ 第３回 令和６年３月 11 日（月） 

イ 審議された主な事項 

附属学校運営委員会は、主として次の事項について審議した。 

ⅰ） 附属幼稚園の園児募集 

ⅱ） 附属学校教員教職大学院修学研修制度の導入 

ⅲ） 国立附属学校における適切な教育課程の編成・実施等 

ⅳ） 附属学校統括部運営専門部会の設置 

ウ 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等 

ⅰ） 第４期中期目標・中期計画・評価指標のうち附属学校に関わるものについて、検討を行った。 

ⅱ） 附属幼稚園の入園希望者の減少への対応として、附属幼稚園が取り組む対策と課題について、

検討を行った。 

ⅲ） 附属学校統括部の業務の実務を担当し、附属学校統括部並びに附属幼稚園、附属小学校及び附

属中学校の円滑な運営を図ることを目的とする附属学校統括部運営専門部会の設置について検

討を行った。 

ⅳ） 附属学校改革推進専門部会を 11 回開催し、附属学校改革に関する検討や附属学校をめぐる諸 

課題についての情報共有等を行った。 

③ 優れた点及び今後の検討課題等 

ⅰ） 各附属学校園の定員充足について、不断の取り組みが必要である。 

ⅱ） 附属学校統括部の整備による連携機能の強化に関して、監事による監査を受ける。 


